
○ 平成21年度末まで、国内産ワクチン5,400万回分 (注)程

度を確保するとともに、海外企業から9,900万回分 (注)程

度を確保見込み (平成22年 1月 20日 時点 )。

(参考)国内産ワクチンの接種回数について(12月 16日 公表 )

○「13歳未満の者」については、2回接種

○上記以外の者については、免疫機能の低下した基礎疾患を有する
方を除き、1回接種
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・10月 19日 (月 )の週から順次接種開始
口第10回出荷 (2月 15日 )分までに約3,900万 回分 (注 )を出荷
・年度内に約5,400万回分 (注 )を確保予定

・輸入ワクチンの確保のために必要な立法措置を実施
・1月 20日特例承認
・年度内に約9,900万回分 (注 )を確保予定

(注 )回数は成人量換算

○ 国が示している標準的接種スケジュールであり、地域によって異なる。
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※ 実施要綱において、
「都道府県は、接種対象

者の接種状況等を勘案
し、次の接種対象者ヘ

の接種を開始する」こと
としている。



ワクチンの確保

接種の優先順位の設定

医療機関との契約締結

製造販売業者

販売業者

優先接種対象者等

ワクチン購入

原則、予約により

接種を実施

○費用負担については、実費を徴収。

接種費用 :合計  6,150円
1回 目 3,600円
2回 目 2,550円 (※ )

※ 1回 目と異なる医療機関で接種する場合は3600円
(基本的な健康状態等の確認が必要なため)

所得の少ない世帯の負担軽減
・国としては、市町村民税非課税世帯
を軽減できる財源を措置(国

4/2、 都道府県 4/4、 市町村 4/4)

・市町村は、これを踏まえ、軽減措置の内容を決定し、実施。

○



厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種による健康被害の迅速な救済を図るとともに、
必要な海外生産分の輸入を行うため副作用被害等に関する企業への国の損失補償を行うために、
新たな立法措置を講ずる。

1.健康被害が生じた場合の救済措置の整備

○ 厚生労働大臣は、新型インフルエンザ予防接種において、当該予防接種を受けた者について、
健康被害が生じた場合の救済措置を講ずること。

○ 給付の額等については、予防接種法の二類疾病の定期接種に係る給付に関する措置 (医薬品
医療機器総合機構法に基づく副作用救済給付と同様)を踏まえたものとすること。

2.輸入企業との契約 内容へ の対応 (副作用被害等に関する企業への国の損失補償 )

○ 特例承認を受けた新型インフルエンザワクチンの製造販売業者を相手方として、ワクチン使用
により生じた健康被害に係る損害を賠償すること等により当該製造販売業者に生じた損失等につ
いては、政府が補償することを約する契約を締結することができること。

3.施行期 日

12月 4日 (公布日施行 )。 ただし、健康被害の救済措置に係る規定は、施行日前に新型インフルエ
ンザ予防接種を受けた者にも適用すること。

4.検討規定

政府は、厚生労働大臣が行う新型インフルエンザ予防接種の実施状況、新型インフルエンザ予防
接種の有効性及び安全性に関する調査研究の結果等を勘案し、将来発生が見込まれる新型インフ
ルエンザ等感染症に係る予防接種の在り方、当該予防接種に係る健康被害の救済措置の在り方等
について速やかに検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとすること。

タト音Fからのキ旨1商



<例 >
全般

・対策全般についてやり過ぎだつたのではないか

・対策の切り替えのタイミングが遅かつたのではないか (自 治体の対策切り替

えの追認ではなかつたか)

広報
口政府は対策の目的やウイルスの病原性について正確な情報を提供できてい

なかつたのではないか

・政府の広報 (大臣会見等)が国民の不安をあおつたのではないか

水際対策

・検疫に効果はあつたのか。単なるパフォーマンスであり、やり過ぎだつたので

はないか

・検疫を行つていたのは、日本だけではないか

公衆衛生対策

・大阪府、兵庫県下全域の学校の臨時休業はやり過ぎだつたのではないか

<例 >
サーベイランス

・海外滞在歴を症例定義に入れる等症例定義に問題があつたのではないか (そ

のため、国内患者の発見が遅れたのではないか)

[全数把握はもつと早くやめるべきだつたのではないか

医療

・「発熱外来」に発熱患者が押し寄せバンクするなど、「発熱外来」の設置や運営に

問題があつたのではないか

ワクチン

・ワクチン輸入の検討が遅れたのではないか。量が不足しているのではないか。

・ワクチン行政を推進すべきではないか (接種の推進、対象の拡充、国内ワクチンメ

ーカーの育成、研究開発の推進等)

・ワクチン接種回数の変更が混乱を招いたのではないか

・10mレ イヾアルは製造するべきでなかつたのではないか

・ワクチンの優先順位などはある程度現場に任せ柔軟に対応すべきだつたのでは

41い か 。



目標達成状況

対策の効果

諸外国との比較

施策の遂行上の課題

1.感染拡大のタイミングを遅らせることはできた

か。

2。 感染のピークを可能な限り低く抑えることはで

きたか。

3.国民生活や経済への影響を最小限にすること

はできたか。

4。 基礎疾患を有する方々等を守ることはできたか。

53重症者、死亡者の数をできるだけ最小限にする

ことはできたか。
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